
川崎市競争入札参加資格業者実態調査実施要領 新旧対照表 

新 旧 

本文（省略） 

 附則 

 この要領は、平成元年１１月１日から施行する。 

 附則 

 この要領は、平成２８年９月１日から施行し、平成２９年度契約準備案件から

適用する。 

附則 

 この要領は、令和４年８月１日から施行する。 

附則 

（施行期日） 

１ この要領は、令和６年６月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ 改正前の要領の規定により調製した帳票（第１号様式、第２号様式及び

第６号様式に限る。）で現に残存するものについては、令和６年８月３１

日までは、引き続きこれを使用することができる。 

本文（省略） 

 附則 

 この要領は、平成元年１１月１日から施行する。 

 附則 

 この要領は、平成２８年９月１日から施行し、平成２９年度契約準備案件から

適用する。 

附則 

 この要領は、令和４年８月１日から施行する。 

（新設） 
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